
 

 

  
 
 
 
 

石綿を使用した建築物等の解体・改修・補修工事においては、発注者と施工者が大気汚染防止法

及び府条例に定められた責務を果たし、石綿飛散防止対策を徹底する必要があります。（裏面参照） 

本セミナーでは、発注者及び施工者の皆さまに石綿飛散防止についてご説明するとともに、今年

度改正された石綿障害予防規則についてのご講演を行います。是非ご参加ください。 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

※参加の申し込みは、インターネットで「大阪府 石綿 セミナー」と検索し、申込フォームに入力いただ
くか、この FAX申込用送信票をご利用ください。（インターネットでの申込を推奨します。） 
大阪府環境管理室大気指導グループあて （FAX:06-6210-9584） 

会社名： 担当部署名： 

氏名： E-mail: 

Tel： Fax： 

【お願い・注意事項】 
〇インターネット申込の場合、申込みが完了すると、申込み時に入力したメールアドレス宛に「【大阪府イ
ンターネット申込み】申込み内容到達のお知らせ」というタイトルのメールが届きます。そのメールを印刷
して当日、必ずお持ちください。（メールは申込み完了後、10分以内に届きます。） 
〇Fax申込の場合は、当課より１週間以内に到達確認の連絡をさせていただきます。 
※お忘れの場合、御入場いただけない場合があります。 
※障がい等がある方で、参加にあたり配慮を希望する方は事前にご相談ください。 
〇新型コロナウイルス感染症の影響により、Web開催とさせていただく可能性もありますが、お申込いただ
きましたら、特に連絡のない限り当日そのままご参加ください。 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

大阪府環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 大気指導グループ  TEL：06-6210-9581 

 

●日時：令和３年２月９日（火）13時 10 分から 16時 00 分まで （12時 40分開場） 

●会場：東成区民センター 大ホール（２階） 

（大阪市東成区大今里西３－２－17） 

●定員：300 名（参加無料）     

●講演内容 

１．（仮）石綿障害予防規則等の一部改正について 

             大阪労働局 労働基準部 健康課 

２．（仮）石綿の飛散防止に係る事例について 

          大阪市 環境局 環境管理部 環境管理課 

３．環境保全に関する法律・条例による石綿規制について  

(１)大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例 

          大阪府 環境農林水産部 事業所指導課 

(２)廃棄物処理法 

       大阪府 環境農林水産部 産業廃棄物指導課 

大阪府石綿飛散防止対策セミナー 

【行き方】 

大阪メトロ千日前線・今里筋線「今里駅」下車 

②番出口から西へ徒歩３分 

 

■ 申込み期間  

令和２年 12月 23日（水）14時から開催日前日 17時までにお申し込みください。 

※定員に達し次第、受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。 

 



 

 大気汚染防止法が改正され、すべての石綿を含有する建築材料が規制の対象になり、レベル３建材等

に係る作業基準の遵守規定や、除去作業に伴う直接罰の創設等が追加されました。その他、事前調査の

自治体への報告や、有資格者による調査及び確認検査等も規定されています。 

※大気汚染防止法改正に伴い、大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正も予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解体等工事では石綿飛散防止対策が必要です！ 

＜お問い合わせ先＞ 

大阪府環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 大気指導グループ  

  〒559−8555 大阪市住之江区南港北 1−14−16 大阪府咲洲庁舎 21階  

TEL：06-6210-9581  FAX：06-6210-9584 

重要！！ 
 

建築物等の解体・改修・補修工事を 

発注、施工する皆さまへ 

大阪府 石綿 検索 

で検索！ 

☆大気汚染防止法が改正されました。（一部を除き令和３年４月１日施行） 

☆適切な費用・工期で解体等工事の契約をしてください。 

 発注者は事前調査が正確かつ円滑に実施されるよう、施工者に設計図書等の必要な情報を提供してくだ

さい。また、発注者は石綿飛散防止対策の施工方法、工期や費用等を施工者と十分に検討し、作業基準や

敷地境界基準の遵守の妨げとならないよう配慮して契約を締結してください。 

石綿を含有する建築材料を使用した建築物等の解体等工事では、負圧隔離養生、

集じん機の使用等の作業基準等を遵守し、石綿飛散防止対策を適切に実施する必要

があります。 

また工事中は、大気中の石綿濃度の敷地境界基準を遵守する必要があります。 

☆適切な石綿飛散防止対策が必要です。 

隔離養生区画内（除去作業前） 

 解体等工事の開始前に実施する、石綿の有無に関する調査が、石綿飛散防止対策の要となります。 

 

☆石綿に関する事前調査が必要です。 

 施工者は、設計図書その他資料の確認、目視及び建材分析によっ

て事前調査を実施し、発注者に対してその結果の説明を書面で行う

必要があります。 

 解体等工事の現場において、施工者は事前調査結果を掲示し、ま

た、事前調査結果の書面を備え付け、閲覧に供する必要があります。 

 発注者及び施工者は、事前調査結果の書面を３年間保存する義務

があります。 

事前調査及び作業に係る掲示板 


